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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第29期

第１四半期累計期間
第28期

会計期間
自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

自平成23年７月１日
至平成24年６月30日

売上高 （千円） 1,191,581 4,394,118

経常利益 （千円） 59,679 462,907

四半期（当期）純利益 （千円） 26,883 252,118

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － －

資本金 （千円） 192,100 192,100

発行済株式総数 （株） 1,632,000 1,632,000

純資産額 （千円） 893,233 866,350

総資産額 （千円） 8,274,688 8,007,115

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 16.47 182.00

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － －

１株当たり配当額 （円） － －

自己資本比率 （％） 10.8 10.8

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。　

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

５．当社は、第28期第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第28期第１四半期累

計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。　

　

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社は、

前第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っ

ておりません。

　

（１）業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要等を背景として緩やかな回復基調に

ありましたが、欧州政府の債務危機や新興国の景気減速懸念、歴史的な円高、電力供給の制約等の要因により、先

行き不透明な状況が続いております。

介護業界におきましては、平成24年７月31日に閣議決定された少子高齢化やグローバル化への対応を目指す政

府の成長戦略『日本再生戦略』において、医療、介護、健康関連サービスの基盤強化や幅広い世代の雇用拡大に取

り組む成長戦略案が示されております。

このような状況下で当社は、引き続き積極的な中重度者や認知症への対応に加え、医療ケアが必要となった場

合の体制強化を推進することで、既存ホームにおいては高い入居率を維持するとともに、新規ホームについても

計画通りに開設しております。

なお、当第１四半期累計期間の新規開設につきましては、平成24年８月に京都市山科区で介護付有料老人ホー

ム「チャーム京都音羽」（61室）、同年９月に神戸市灘区で介護付有料老人ホーム「チャームスイート神戸摩

耶」（45室）を開設し、運営ホーム数の合計は16ホーム、居室数は1,083室となっております。　

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,191百万円、営業利益は116百万円、経常利益は59百万円、四半期

純利益は26百万円となりました。

　

　セグメント別の業績は以下のとおりであります。

①　介護事業

当第１四半期累計期間におきましては、既存ホームの入居率が堅調に推移したものの、新たに２ホームを新規

開設したことによる労務費などの初期費用の負担により、売上高は1,177百万円、セグメント利益は204百万円と

なりました。

②　その他

当第１四半期累計期間におきましては、売上高は14百万円、セグメント利益は８百万円となりました。

　

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

（３）研究開発活動

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション(E26444)

四半期報告書

 3/16



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 5,300,000

計 5,300,000

　　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 1,632,000 1,632,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

完全議決権株式であ

ります。なお、権利内

容に何ら限定のない

当社における標準と

なる株式であり、単

元株式数は100株で

あります。

計 1,632,000 1,632,000 － －

　　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成24年７月１日～

平成24年９月30日
－ 1,632,000 － 192,100 － 181,100

　　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

　

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　1,631,500 16,315

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。

単元未満株式 普通株式　　　　500 － －

発行済株式総数 1,632,000 － －

総株主の議決権 － 16,315 －

　

②【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

－ － － － － －

計 － － － － －

　

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号）に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期累計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）は金融商品取引法に基づく四半期

財務諸表を作成していないため、四半期損益計算書に係る前年同四半期との対比は行っておりません。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成24年７月１日から平成24年

９月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年７月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年６月30日)

当第１四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1
 1,405,068

※1
 1,321,244

売掛金 473,923 502,691

貯蔵品 882 933

その他 117,750 146,006

流動資産合計 1,997,625 1,970,876

固定資産

有形固定資産

建物 ※1
 4,614,636

※1
 5,063,174

減価償却累計額 △1,090,054 △1,137,794

建物（純額） 3,524,582 3,925,379

構築物 132,633 152,005

減価償却累計額 △68,429 △71,288

構築物（純額） 64,203 80,716

機械及び装置 7,775 7,775

減価償却累計額 △5,547 △5,722

機械及び装置（純額） 2,227 2,052

車両運搬具 7,123 7,123

減価償却累計額 △6,795 △6,828

車両運搬具（純額） 328 295

工具、器具及び備品 103,617 116,562

減価償却累計額 △84,760 △87,274

工具、器具及び備品（純額） 18,856 29,287

土地 ※1
 743,859

※1
 743,859

リース資産 966,317 981,867

減価償却累計額 △133,349 △143,277

リース資産（純額） 832,967 838,589

建設仮勘定 155,577 －

有形固定資産合計 5,342,602 5,620,180

無形固定資産 26,880 33,535

投資その他の資産

差入保証金 573,326 571,689

その他 66,680 78,405

投資その他の資産合計 640,006 650,095

固定資産合計 6,009,490 6,303,812

資産合計 8,007,115 8,274,688
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年６月30日)

当第１四半期会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 40,396 42,819

短期借入金 312,493 107,002

1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※2
 512,198

※1, ※2
 544,129

未払法人税等 46,664 67,846

前受収益 ※3
 225,436

※3
 227,110

賞与引当金 23,134 92,477

その他 356,164 342,887

流動負債合計 1,516,488 1,424,273

固定負債

長期借入金 ※1, ※2
 3,886,221

※1, ※2
 4,198,099

リース債務 935,203 951,794

退職給付引当金 48,916 52,803

役員退職慰労引当金 80,748 84,310

長期前受収益 ※3
 536,946

※3
 526,864

資産除去債務 69,650 77,374

その他 66,590 65,933

固定負債合計 5,624,277 5,957,181

負債合計 7,140,765 7,381,454

純資産の部

株主資本

資本金 192,100 192,100

資本剰余金 181,100 181,100

利益剰余金 493,150 520,033

株主資本合計 866,350 893,233

純資産合計 866,350 893,233

負債純資産合計 8,007,115 8,274,688
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成24年７月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 1,191,581

売上原価 925,118

売上総利益 266,463

販売費及び一般管理費 149,751

営業利益 116,711

営業外収益

受取利息 145

助成金収入 1

受取保険金 822

その他 1,166

営業外収益合計 2,135

営業外費用

支払利息 52,378

その他 6,788

営業外費用合計 59,167

経常利益 59,679

税引前四半期純利益 59,679

法人税、住民税及び事業税 64,908

法人税等調整額 △32,112

法人税等合計 32,796

四半期純利益 26,883
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【会計方針の変更】

該当事項はありません。　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成24年６月30日）
当第１四半期会計期間
（平成24年９月30日）

現金及び預金 586,737千円 530,168千円

建物 3,207,765 3,614,019

土地 743,859 743,859

計 4,538,362 4,888,047

 

　担保付債務は次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成24年６月30日）
当第１四半期会計期間
（平成24年９月30日）

長期借入金
3,845,842千円　　 4,259,594千円　

（１年内返済予定の長期借入金含む）

計 3,845,842 4,259,594

 

（注）上記の他、火災保険金請求権を担保に供しており、また、上記建物のうち271,000千円は取引先の銀行借

入に対する第三者担保としても提供しております。
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※２　財務制限条項

（１）　当社は、株式会社三井住友銀行との間でコミット枠Aとコミット枠Bの２つの枠からなる融資契約（契約

締結日平成20年２月29日、コミット枠A最終返済期限平成32年２月末日、コミット枠B最終返済期限平成42

年２月末日）を締結しております。

当該契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、株式会社三井住友銀行の請求

があり次第、期限の利益を失い、元利金返済資金等の全額を返済しなければなりません。

　①　貸借対照表の純資産の部の合計金額を、平成19年６月期の末日における同表の純資産の部の合計金額の

75％以上で、かつ、直前決算期の末日における同表の純資産の部の合計金額の75％以上に維持すること。

　②　損益計算書における営業損益を２期連続で損失としないこと。

　③　平成23年６月期（同期を含む。）以降の各決算期の末日におけるチャームヒルズ豊中旭ヶ丘の有料老人

ホーム運営事業及びこれに付随する事業に関し作成した損益計算書の数値に関し、営業損益を損失としな

いこと。

 
前事業年度

（平成24年６月30日）
当第１四半期会計期間
（平成24年９月30日）

借入実行残高 931,875千円 918,750千円

　　

（２）　当社は、株式会社つばめ荘の吸収合併に伴い、同社が平成20年９月26日付で株式会社三井住友銀行との間

で締結した融資契約を包括的に承継することにつき同行と合意したうえで、同行との間で融資契約（契約

締結日平成22年６月７日、返済期限平成40年９月末日）を締結しております。

当該融資契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、株式会社三井住友銀行の

請求があり次第、期限の利益を失い、元利金返済資金等の全額を返済しなければなりません。

　①　平成21年６月期以降の各決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、平成19年６月期

の末日における同表の純資産の部の合計金額の75％以上で、かつ、直前決算期の末日における同表の純資

産の部の合計金額の75％以上に維持すること。

　②　損益計算書の営業損益を２期連続で損失としないこと。

 
前事業年度

（平成24年６月30日）
当第１四半期会計期間
（平成24年９月30日）

借入実行残高 975,000千円 960,000千円

　　

（３）　当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行との間で金銭消費貸借契約（契約締結日平成21年３月13日、返済期限

平成31年12月30日）を締結しております。

当該契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、貸付人の請求に基づき、期限

の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。

　①　損益計算書における営業損益を２期連続で損失としないこと。

　②　損益計算書における経常損益を２期連続で損失としないこと。

　③　平成22年６月期以降、２期連続で貸借対照表における純資産の部の合計金額を100,000千円未満としな

いこと。

　④　平成22年６月期以降、借入人の収益償還年数を２期連続で20年超としないこと。

 
前事業年度

（平成24年６月30日）
当第１四半期会計期間
（平成24年９月30日）

借入実行残高 450,000千円 435,000千円

　

※３　入居一時預り金の会計処理

　入居一時預り金は主に、入金日に負債計上した上で契約条件に従い入居日に５分の１を償却し、以後60ヶ月

で残額を均等償却して収益認識を行っております。

　当該入居一時預り金に関する前受収益の期末残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成24年６月30日）
当第１四半期会計期間
（平成24年９月30日）

前受収益 223,960千円 227,110千円

長期前受収益 499,925 488,737
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであり

ます。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日）

減価償却費 63,890千円

のれんの償却額 3,174千円

　

　

（株主資本等関係）

当第１四半期累計期間（自　平成24年７月１日　至　平成24年９月30日）

　

１．配当金支払額

該当事項はありません。　

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。　　

　

（持分法損益等）

該当事項はありません。　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間（自　平成24年７月１日　至　平成24年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　
報告セグメント その他

（注）
合計

介護事業 計

売上高 　 　 　 　

外部顧客への売上高 1,177,028　 1,177,028　 14,553　 1,191,581　

セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － －

計 1,177,028　 1,177,028　 14,553　 1,191,581　

セグメント利益 204,571　 204,571　 8,146　 212,718　

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を

含んでおります。　

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

利益 金額

報告セグメント計 204,571　

「その他」の区分の利益 8,146　

全社費用（注） △96,006

四半期損益計算書の営業利益 116,711　

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。　

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期累計期間
（自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　16円47銭

（算定上の基礎） 　

四半期純利益金額（千円） 　26,883

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 26,883

普通株式の期中平均株式数（株） 1,632,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式で、前事業年度末から重要な変

動があったものの概要　

―

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。　　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 
 

平成24年11月９日

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション

取締役会　御中
 

仰星監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 新田　泰生　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 里見　　優　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

チャーム・ケア・コーポレーションの平成24年７月１日から平成25年６月30日までの第29期事業年度の第１四半期

会計期間（平成24年７月１日から平成24年９月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年７月１日から平成24

年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸

表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される

質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当

と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社チャーム・ケア・コーポレーションの平成24年９月30日現在

の財政状態及及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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